
住　所　

担当

決
定
区
分

決
定
理
由

　起案　　年　　月　　日

　決裁　　年　　月　　日

　条例施行規則第１０条第１項第２号に該当

　条例施行規則第１０条第１項第３号に該当

　上記の申請について、次のとおり決定してよろしいか。

組合長 副組合長 事務所長 合　　　議

　 減免を受け廃棄物
　 を搬入する期間

　　減免申請の理由

　可燃ごみ（種類：　　　　　）　金属類（種類：　　　　　　）

　氏　名
　又は名称

連絡先

　不燃ごみ（種類：　　　　　）　粗大ごみ（種類：　　　　　）

年　　月　　日　限り　～　　　　年　　月　　日

　条例施行規則第１０条第１項第１号に該当

　 減免を受けようと
　 する廃棄物の種類
　 及び量

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｋｇ

足柄西部清掃組合長　様

第4号様式（第10条関係）

　　年　　月　　日

一般廃棄物処理手数料減免申請書

氏　名
又は名称

連絡先　　　　　　　　　　

申請者

　足柄西部清掃組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則第１０条第２項の規定により

一般廃棄物処理手数料の減免を受けたいので、次のとおり申請いたします。

　住　所
廃棄物の搬入者

※申請者と同一
の場合記入不要

　　１　免除する

　　２　２分の１の減額

　　３　減免しない


